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   議  事  日  程 

   開議日時 令和7年4月18日(金)午前10時 

第1  会期の決定について 

第2  請願の付託 

第3  報第1号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時1分開会〕 

 議長（西村義直）ただ今から、令和7年京都市会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、席上に配付いたしておきました。 

 本日の会議録署名者を指名いたします。下村あきら議員とおんづか功議員とにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（西村義直）この場合、議長から御報告申し上げます。市長から、市会説明員の異動通知、損害賠償

の額の決定及び訴えの提起についての専決処分の報告並びに新京都戦略についての報告が参っております。 

 これらの写しは、いずれもお手元に配付いたしておきました。 

 次に、監査委員から、住民監査請求の要旨の通知、令和7年1月分の例月出納検査並びに令和6年度の定期

監査及び財政援助団体等監査の各結果報告が参っております。原文は市会事務局に保管してありますから、

随時御覧願います。 

 次に、包括外部監査人から、令和6年度包括外部監査の結果報告書が提出されました。原文は市会事務局

に保管してありますから、随時御覧願います。 

 以上、御報告申し上げます。御了承願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（西村義直）日程に入ります。 

 日程第1、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から令和8年3月19日までの336日間といたしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（西村義直）御異議なしと認めます。よって、会期は336日間と決定いたしました。 

 なお、今開会市会の審議期間は本日から4月25日までの8日間といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（西村義直）日程第2、請願の付託を行います。 

 本日受理いたしました請願1件は、お手元に配付してあります文書表のとおり所管の常任委員会に付託い

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（西村義直）日程第3、報第1号京都市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 議案の説明を求めます。松井市長。 

 〔松井市長登壇〕 

 市長（松井孝治）おはようございます。本日、令和7年京都市会定例会を招集いたしましたところ、市会

議員の先生方の御参集を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本議会に御提案申し上げております議案は、市長専決処分の報告でございます。 

 昨年度末に成立した地方税法等の一部改正に伴い、二輪の原動機付自転車に係る軽自動車税の種別割の税

率が、今年度分から直ちに適用されるため、地方自治法第179条第1項の規定による市長専決処分を行ったも

のでございます。 

 議案の大要は、以上のとおりでございます。 

 よろしく御審議のうえ、御議決いただきますようお願い申し上げます。 

 議長（西村義直）本案は、総務消防委員会に付託いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（西村義直）本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前10時4分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  西 村 義 直 

        署名議員  下 村 あきら 

        同     おんづか  功 

 


